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【重要】申請者施工に関する留意点 

＜現地で実際に工事する担当者さまにも回覧ください＞ 

★工事施工承認書受領後に施工をしてください 

岡山市下水道河川局が管理する取付桝、汚水桝、雨水桝、取付管等の下水道施設を新設、修繕、

取替等を行う場合には必ず下水道法第16条にもとづく「公共下水道の施設に関する工事施工承

認願」を提出し、承認書受領後に工事を行ってください。無許可工事が確認された場合には従前

の状態に復旧後、承認手続きを行うことになるため、ご留意ください。 

★申請した工事完了日までに完成書類を提出 

完成書類の未提出が多く見られます。申請した工事完了日までに提出をお願いします。 

完成写真で全景、桝近景、桝底（インバート部）拡大写真を必ず添付してください。 

★取付管の平面形状は直線で 

取付管の平面形状は直線とし、やむを得ない場合には１５°以内の曲管を１箇所のみ許容  

（１５°は自在曲管の調整量を含む）これに沿わない曲がり施工は手直しを指示します。 

★取付桝は官民境界より１ｍ以内 

取付桝は桝本体が１ｍ以内となるように設置してください。（桝芯が1ｍではありません）   

★支管の削孔はコアドリル(円形) 

支管の本管削孔は管種を問わずコアドリル（円形）で行ってください。（手はつりは認めません） 

★支管材料は可とう性とし、接着剤は規定量塗布及び番線固定 

支管材料は、本管が塩ビ管の場合には【可とう性支管（メカロック同等品）】を使用してください。 

本管がコンクリート管・陶管等の場合には【可とう性支管（90SHR-K同等品）又は 

可とう性支管（HAM-QE-K同等品）】とし、所定量の支管接合用接合剤を接合面に塗布し、 

本管径φ300未満の場合は番線にて締め付け圧着固定してください。また本管径φ300以上の

場合は、セメントモルタルにて固定すること。 

人孔接続の場合は【マンホール用可とう継手（拡張型）】を使用してください。 

支管を接着剤の塗布量不足が見受けられるので注意ください。(アロン製下水道用接合剤：500g/

箇所、エスロンドレンタイト：1000～1250ｇ/箇所など接着剤メーカの説明書による。) 

★舗装の路盤材料は粒調砕石（M-30） 

路盤材は再生砕石（RC-40）でなく必ず粒調砕石（M-30）で施工してください。 

舗装構成は必ず道路管理者に確認して申請及び施工してください。 

★アスファルト乳剤の所定量を散布 

アスファルト乳剤の散布量不足が見受けられますので所定量散布ください。（路盤と表層の間：

プライムコートの散布量1.26 L/m2、表層と基層の間：タックコートの散布量は0.43 L/m2） 

★関係機関の手続き 

申請者施工において、各区役所地域整備課、各区役所農林水産振興課、警察等に対し必要な手続

きを行い、許可等を受けたうえでの施工をお願いします。 

上記を厳守ください。守られていない場合には手直し工事を指示します。

岡山市下水道河川局下水道保全課 TEL:086-803-1490 










